
20年以下 

20年超 

40万円×勤続年数 

800万円+70万円×（勤続年数ー20年） 

勤続年数 退職所得控除額 

退職所得控除額は 800万円+70万円×（30年ー20年）＝ 1,500万円 
課税退職所得金額は （2,500万円ー1,500万円）×　   ＝ 500万円※

 

所得税額は 500万円×20%ー42万7,500円 ＝ 57万2,500円 
所得税及び 
復興特別所得税の額は 57万2,500円＋57万2,500円×2.1% ＝ 58万4,522円※

 

注:このほかに住民税として、500,000円が特別徴収されます。 

（※1,000円未満端数切捨て） 

（※1円未満端数切捨て） 

1 
2

［計算例］30年勤務した方が退職金を2,500万円受け取った場合 

1,000円から　1,949,000円まで 

1,950,000円から   3,299,000円まで 

3,300,000円から   6,949,000円まで 

6,950,000円から   8,999,000円まで 

9,000,000円から17,999,000円まで 

18,000,000円以上  　　　　　　　　 

0円 

97,500円 

427,500円 

636,000円 

1,536,000円 

2,796,000円 

 5 ％ 

10％ 

20％ 

23％ 

33％ 

40％ 

控除額 C税率 B課税退職所得金額 A

注：役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、退職金の額から退職所得
控除額を差し引いた額が課税退職所得金額となります。 

9

退職金と税 

退職金を 
受け取ったときの 
税金はどうなるの？ 

●退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の
勤労に対する報償的給与を一時に支払うものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負
担が軽くて済むよう配慮されています。 
なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。 

●退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申
告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで
所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了（分離課税）し
ますので、原則として確定申告をする必要はありません。 

●「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職
金の収入金額から一律20.42％の所得税及び復興特別所得税
が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。 

◇所得税及び復興特別所得税の額の計算 
税額表で求めた所得税額（基準所得税額）と、基準所得税額に2.1％を掛けて計
算した復興特別所得税額を合計し、所得税及び復興特別所得税の額を求めます。 
注：基準所得税額に、102.1％を掛ける方法でも所得税及び復興特別所得
税の額を求めることができます。 

源泉徴収と確定申告 

A

CB

退職金にかかる税金 
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が 
終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 

◎所得税及び復興特別所得税の額の算出方法 
　（平成25年分） 

退職金の額 

退職所得控除額 

課税退職所得金額 

A

課税退職所得金額 
× 所得税の税率 ー 控除額 ＝ 

＋ × 2.1% ＝ 所得税額 基準所得税額 
所得税及び 

復興特別所得税の額 

×　  ＝ 
1 
2

◇退職所得控除額 ◇平成25年分所得税の税額表 

注1：勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算
　　 します。 
注2：上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得
　　控除額は80万円になります。 
注3：障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算し
　　た金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。 

死亡により相続人などが受け取る退職金 
●被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金
が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税
対象となり、所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。 
●相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対象となる金
　額は、〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分です。 
　→P33「財産を相続したとき」参照 

〔 求める税額 ＝　  ×  　ー  　〕 CBA

所得税額 
（基準所得税額） 

退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額
を算出し、これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた残りの金額が所得税
額（基準所得税額）となります。この金額と、基準所得税額に2.1％を掛けて計算し
た復興特別所得税額を合計した金額が所得税及び復興特別所得税の額となります。 

注：ここで算出した所得税額については、端数処理は行いません。 
※平成25年度の税制改正において、平成27年分以後の年分に適用される税率について改正がされています。 


